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・規約の改正に関する協議      １ 

・当せん金証票の発売        １ 

・指定管理者の指定         ２ 
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令和６年１２月 定例県議会 提出予定案件表（予算案） 

議 案 番 号 案      件      名  

議案第 1号 

 

令和 6年度千葉県一般会計補正予算（第 4号） 

                                       
                       （単位：百万円）  

現計予算額 補 正 額 補 正 後 

2,121,727 18,070 2,139,797 

 

   [内容] 
・給与改定に係るもの 

 

 

     ・債務負担行為の設定 

 

 

     ・繰越明許費の設定 

 

 

 

 

議案第 2号 令和 6年度千葉県特別会計財政調整基金補正予算（第 2号） 

 

                     （単位：百万円） 

現計予算額 補 正 額 補 正 後 

50,950 9,900 60,850 

 

［内容］ 
     一般会計への繰出し 

  

議案第 3号 

 

令和 6年度千葉県特別会計港湾整備事業補正予算（第 1号） 
                                                          
   ［内容］ 

     ・債務負担行為の設定 

 

     ・繰越明許費の設定 

 

議案第 4号 

 

令和 6年度千葉県特別会計土地区画整理事業補正予算（第 1号） 
  

   ［内容］ 

     ・債務負担行為の設定 

 

     ・繰越明許費の設定 
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令和６年１２月 定例県議会 提出予定案件表（予算案） 

議 案 番 号 案      件      名  

議案第 5号 

 

令和 6年度千葉県特別会計上水道事業会計補正予算（第 2号） 
                                       （単位：百万円） 

 現計予算額 補 正 額 補 正 後 

収益的支出 81,287 178 81,465 

資本的支出 76,619 59 76,678 

  

   ［内容］  

     ・給与改定に係るもの 

 

議案第 6号 

 

令和 6年度千葉県特別会計工業用水道事業会計補正予算（第 2号） 
                                       （単位：百万円） 

 現計予算額 補 正 額 補 正 後 

収益的支出 13,535 32 13,567 

資本的支出 12,166 4 12,170 

  

   ［内容］ 

     ・給与改定に係るもの 

 

  

議案第 7号 

 

令和 6年度千葉県特別会計病院事業会計補正予算（第 2号） 
                                                          （単位：百万円） 

 現計予算額 補 正 額 補 正 後 

収益的支出 63,018 585 63,603 

  

   ［内容］ 

     ・給与改定に係るもの 

 

 

議案第 8号 令和 6年度千葉県特別会計造成土地管理事業会計補正予算（第 2号） 
                                                          （単位：百万円） 

 現計予算額 補 正 額 補 正 後 

収益的支出 12,012 24 12,036 

 

   ［内容］ 

     ・給与改定に係るもの 

 

議案第 9号 令和 6年度千葉県特別会計流域下水道事業会計補正予算（第 1号） 
  

   ［内容］ 

     ・債務負担行為の設定 

 

  

【担当課】 

総務部財政課 

043（223）2076 
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令和６年１２月 定例県議会 提出予定案件表（条例案） 

議 案 番 号 案      件      名  

議案第10号 

 

 

職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定について 

 

人事委員会勧告に基づき、給料表及び期末・勤勉手当の改定を行うもの 

 

 

《主な改正内容》 

１．初任給をはじめ若年層に特に重点を置き給料月額を引き上げる。 

    行政職給料表における改定率：平均3.6 ％ 

 

２．期末・勤勉手当の年間支給月数を引き上げる。 

  （現行）4.50月分 ⇒ （改正後）4.60月分[＋0.10月分] 

 

 

《施行期日》 

 １．公布の日（令和6年4月1日から遡及適用） 

２．公布の日（令和6年12月1日から遡及適用） 

  

 

 

【担当課】 
総務部人事課 
043（223）3581 
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  令和６年１２月 定例県議会 提出予定案件表（条例案） 

議 案 番 号 案      件      名  

議案第 11号 

 

  

特別職の職員等の給与、旅費及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定

について 

 

知事等特別職の期末手当の支給月数等について、国特別職（内閣総理大臣等）  

との均衡を考慮したものとするため、条例を改正するもの 

 

《改正内容》 

  知事等特別職の期末手当の年間支給月数を引き下げ、国特別職に準じた算定  

方法へ改正。 

  ・支給月数 

  （現行）4.40月分 ⇒ （改正後）3.40月分[▲1.0月分] 

  ・算定方法 

  （現行） 

（給料月額＋地域手当＋役職加算額）×支給月数 

  （改正後） 

（給料月額＋地域手当＋役職加算額＋管理職加算額）×支給月数 

   ※ 役職加算額    ＝（給料月額＋地域手当）×役職加算割合（20％） 

     管理職加算額  ＝ 給料月額×管理職加算割合（25％） 

 

《施行期日》 

  令和 6年 12月 1日 

 

 

 

 

【担当課】 

総務部人事課 

043（223）3581     
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令和６年１２月 定例県議会 提出予定案件表（条例案） 

議 案 番 号 案      件      名  

議案第 12号 

 

千葉県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例の一部を改正する条例の

制定について 

 

《改正内容》 

 １．千葉市、船橋市、柏市に移譲している医師等の免許申請等の受理の事務に   

ついて、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する 

法律の一部改正（令和 6 年 5 月 27 日施行）等により可能となったオンライン  

申請分を市で受理しないこととする。 
 
 

２．宅地造成等規制法の一部改正（令和 5年 5月 26日施行）により、都市計画法の

許可を受けた開発行為において、一定規模以上の盛土等を行う工事については、 

新たに中間検査等を行う必要があるため、都市計画法の許可権限を移譲済みの市

の一部に対して、中間検査等の事務を移譲する。 

 

 

 ３．都市計画法、租税特別措置法に係る事務の移譲対象市を追加する。 

 

 

 

 

 

４．その他所要の規定整備を行う。 

 

 

《施行期日》 

令和 7年 4月 1日 等 

事務の概要 新たに移譲する市 

開発行為の許可等(都市計画法)  袖ケ浦市 

優良宅地の認定(租税特別措置法) 袖ケ浦市 

 

  

【担当課】 

１．健康福祉部医療整備課 

043（223）3881 

２．及び３．県土整備部都市計画課 

043（223）3176 
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令和６年１２月 定例県議会 提出予定案件表（条例案） 

議 案 番 号 案      件      名  

議案第 13号 

 

 

使用料及び手数料条例の一部を改正する条例の制定について 
 
《改正内容》 

 １．手数料の新設を行うもの（64項目） 

（１）宅地造成等規制法の一部改正（令和 5 年 5 月 26 日施行）に伴い、宅地造成 

又は特定盛土等工事許可申請手数料等 30項目を新設する。 

 

（２）建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律等の一部改正（令和 7 年   

4月 1日施行）に伴い、原則、全ての住宅・建築物に対して省エネ基準への適合

が義務化されることから、一戸建て住宅等の省エネ適合性判定手数料等 34項目

を新設する。 
 

 ２．手数料の改定を行うもの（93項目） 

 （１）旅券法施行令の一部改正（令和 7 年 3 月 24 日施行）により、旅券申請に   

おける都道府県分の手数料の標準額が見直されたため、一般旅券の発給手数料

1項目を改定する。 
 
 （２）大麻取締法の一部改正（令和 7年 3月 1日施行）に伴うもの 

   ア 条例で引用する「大麻草採取栽培者」を「第一種大麻草採取栽培者」に  

改正する。 
 
   イ 国から示された「第一種大麻草採取栽培者免許申請の審査に当たっての 

考え方」を踏まえ、免許申請手数料 1項目を改定する。 

 

 （３）地方公共団体の手数料の標準に関する政令の一部改正（令和 7 年 4 月 1 日  

施行）により、宅地建物取引業法に基づく宅地建物取引業の免許又は免許更新

の申請手数料 1項目を改定する。 

 

 （４）建築基準法の一部改正（令和 7 年 4 月 1 日施行）に伴う確認審査範囲の    

見直し等を踏まえ、建築基準法に基づく確認申請手数料等 90項目を改定する。 

 

 ３．その他所要の改正を行うもの 

 

 

《施行期日》 

令和 7年 4月 1日 等 

 

  

【担当課】 

１（１）県土整備部都市計画課 

  043（223）3176 

１（２）及び２（４）県土整備部建築指導課 

043（223）3192 

２（１）総合企画部国際課 

043（223）2392 

２（２）健康福祉部薬務課 

043（223）2614 

２（３）県土整備部建設・不動産業課 

043（223）3247 
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令和６年１２月 定例県議会 提出予定案件表（条例案） 

 議 案 番 号 案      件      名  

議案第 14号 

 

 

保護施設等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定

について 

 

  救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する基準 

（厚生労働省令）等の一部改正（令和 6年 10月 1日施行）に伴い、所要の改正を   

行うもの 

（条例の内容は、厚生労働省令の基準に準拠したもので、独自の基準はない） 

 

《主な改正内容》 

 １．個別支援計画の策定 

   救護施設及び更生施設に入所者ごとの個別支援計画の作成を義務付けること

を規定する。 

 

 ２．その他所要の規定の整備を行う。 

 

《施行期日》 

 公布の日 

 

 

  

  

【担当課】 

健康福祉部健康福祉指導課 

043（223）2312 
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令和６年１２月 定例県議会 提出予定案件表（条例案） 

議 案 番 号 案      件      名  

議案第 15号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の 

制定について 

 

  児童福祉施設の設備及び運営に関する基準（内閣府令）の一部改正（令和 6年 10

月 1 日施行）により、給付金として支払を受けた金銭の管理を行う施設に「母子  

生活支援施設」を追加するもの 

 （条例の内容は、内閣府令等の基準に準拠したもので、県独自の基準はない） 

 

《施行期日》 

  令和７年１月１日 

 

 

 

 

 

 

【担当課】 

健康福祉部児童家庭課 

043（223）2331 
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令和６年１２月 定例県議会 提出予定案件表（条例案） 

議 案 番 号 案      件      名  

議案第 16号 

 

水質汚濁防止法に基づき排水基準を定める条例の一部を改正する条例の制定に 

ついて 

 

  排水基準を定める省令（※）の一部改正（令和 7 年 4 月 1 日施行）により     

「大腸菌群数」の項目が「大腸菌数」に変更されるとともに、許容限度が変更された

ため、当該基準を引用している規定について所要の改正を行うもの 

 

 

 ※排水基準を定める省令 

   水質汚濁防止法に基づき、河川等に排出する水に含まれる汚濁物質の量   

について、食料品製造業、下水道業など業種ごとに許容限度を設定。 

 

《改正内容》 

  大腸菌群数の項目及び許容限度を以下のとおり改正する。 

 
項目 

業種又は 

施設 

許容限度 

既設の特定事業場 新設の特定事業場 

現行 大腸菌群数 全業種 3,000個/cm3 3,000個/cm3 

改正後 大腸菌数 全業種 800CFU/mL 800CFU/mL 

 

《施行期日》 

令和7年4月1日 

 

 

 

【担当課】 

環境生活部水質保全課 

043（223）3818 
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令和６年１２月 定例県議会 提出予定案件表（条例案） 

議 案 番 号 案      件      名  

議案第 17号 

 

 

建築基準法施行条例の一部を改正する条例の制定について 

 

  建築基準法の一部改正（令和 7年 4月 1日施行）により、号ずれが生じたこと

から所要の規定整備を行うもの 

 

 ⇒条例内容の変更はなし 

 

《施行期日》 

 令和 7年 4月 1日 

  

 

  

【担当課】 

県土整備部建築指導課 

043（223）3192     


